
裁判官の旧姓使用について
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1 裁判官は，本人からの申出があれば， ｜日姓使用により事務処理上

|る一定の文書を除き，裁判関係文書及び司法行政文書について旧姓

Jれる'平成＠⑨年，月｡日付け事務総長通達職判所職員の旧姓ゞ
｜ 〔令和元年6月7日一部改正〕)。 I
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姓使用が認められない文僻）
i ○人事記録及び裁判官の履歴書 ○税務及び個人番号に関する文書

○社会保険及び雇用保険の事務に関する文書 ○宿舎貸与申請に関する文書

○共済組合に関する文,lf ○児迩手当に関する文書

’ ○財形貯蓄に関する文書 ○確定拠出年金に関する文沸

’ ○災害補償に関する文書 ○栄典に関する文『Iド

I O給与の支給に関する文書（退職手当の支給を含む。 ）

！ ○裁判官の任免，指名，補聯，報酬及び外部機関への派遺に関する文IIF

川 。裁判所に投置する委蜘会の割の発令に閲する文番(洲官に対するものに限る｡ ）
' 。前易裁判所判事の選考に関する文ド
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○旧姓使用により外部機関等との関係で生じる円滑な事務の遂行に対する支瞭その他の事務処理上のI
I
i

I

支障が生じる文書
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